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１．貸館の利用に際しての具体的な対策について 
（１）利用者側に依頼する内容 

 ・入館の際の「手洗いまたは手指の消毒」の実施 

 ・館内滞在中におけるマスクの着用 

  （補足）ただし，熱中症等対策が必要な場合を除く。 

 ・利用者名簿の記入提出 

 ・施設内（特にトイレ・受付）では，密にならないための利用者同士の間隔（１ｍ～２ｍ） 

  の確保 

 ・空気清浄機の稼働 

 ・飛沫感染，接触感染予防のため，1団体３名以内での利用 

 ・利用者による利用器具・机・椅子等の消毒 

 ・利用後の速やかな退館 

 

（２）施設管理者側で実施する内容 

 ・利用者の検温及び体調チェックの問診 

 ・窓口職員の検温，マスク（フェイスガード）の着用，手洗い・うがいの実施 

 ・利用時間の制限（2時間）と利用団体の制限（予約制による 1団体の利用） 

 ・総合窓口での透明ビニールシートの設置 

 ・施設入口・館内での注意喚起の張り紙 

 ・接触確認アプリのインストール啓発 

 ・トイレ，総合窓口での密集防止対策（整列テープの貼り付け） 

 ・施設入口の消毒液の設置 

 ・施設入口での赤外線サーモグラフィーを利用した体温チェック 

 ・自動換気設備の稼働 

 ・空気清浄機の設置 

 ・入口付近に消毒液の設置 

 ・定期清掃時の高頻度接触部位（手すり，ドアノブ，洗面台，便座等の消毒） 

２．利用人数の制限及び事前利用予約の実施について 

（１）密集による感染対策として，利用する１団体あたりの利用人数は２人までとし，利用 

 に際しては，事前に指定管理者へ連絡し，利用予約を行う 

  ※1回の利用は１時間単位とし，最大 2時間まで利用できる。 

 

 上記，貸館の再開に際しての対策や利用時間及び利用方法については，国・県の動向や新

型コロナウイルスの感染状況に応じた柏市新型コロナウイルス対策本部の決定を受けて，施

設運営方法の見直しを行う。 


